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2019年10⽉1⽇に消費税率改定を⾏った場合の
弊社対応について

謹啓
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

来る2019年10⽉1⽇からの消費税法改正に伴い、ミルテル検査につきま
しても2019年10⽉1⽇以降の検査報告書発送分より、新税率の10％で計算
された⾦額にてご請求させていただきます。

2019年9⽉30⽇以前の検査報告書発送分につきましては、到着が2019年
10⽉1⽇以降となっても旧税率の8％でご請求させていただきます。

何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

謹⽩

本社·検査所：広島市南区出汐⼀丁⽬２番１０号
東京オフィス：東京都千代⽥区丸の内1-5-1新丸の内ビルディング１０階

ミルテル検査の検討・新規検査採⽤に関するご相談・お問い合わせ ： 0363863657
既存お取り引き先からの、ミルテル検査の資材発注・検査に関するお問い合わせ ： 0825469797
メールによるお問い合わせ ： info@mirtel.co.jphttps://www.mirtel.co.jp

information

■ 本件に関するお問い合わせ
管理部（⽉曜⽇〜⾦曜⽇：9時〜18時）：082－546-9797
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なお、検査結果の発送には、検体受け取り後、21営業⽇を頂いておりま
す。
このため、9⽉に受取りさせていただきました検体にかかる検査結果のご
報告につきましては、通常10⽉以降での発送となります。10⽉以降の検査
報告書発送分につきましては消費税10％で計算された⾦額にてご請求させ
ていただきます。


